
5月31日は自動車税・軽自動車税の納期限です。必ず納期限までに納付しましょう。
自動車税・軽自動車税は、毎年4月1日現在の名義人に1年分課税されます。

紙製の印鑑登録手帳をお持ちの方は、印鑑登録証明書発行時（代理人申請時を含む。）に、
申請書にご記入いただき、プラスチック製の印鑑登録証と引替交付します。
引替交付には、登録印章や手数料は不要です。
ただし、改印や印鑑登録証の紛失後などの再発行には登録印章と手数料が必要です。

自動車税・軽自動車税は
5月31日までに納付しましょう！

お問い合せ先　鏡野町住民税務課　住民係　電話（０８６８）５４‒２９８５

印鑑登録証の変更について印鑑登録証の変更について
平成３０年４月より

紙製の印鑑登録手帳からプラスチック製の印鑑登録証に変わりました。

書発行時（代理人申請時を含む。）に

岡山県・鏡野町
からのお知らせ

＜お問い合せ先＞
◇自動車税 岡山県美作県民局　税務部
 津山市山下53番地　電話（0868）23‒1272（課税課）　電話（0868）23‒1267（収税課）
◇軽自動車税 鏡野町役場　住民税務課　税務係
 鏡野町竹田660番地　電話（0868）54‒2985

次のような場合には、下記にて手続きをしてください。
●町外に住所を変更（転出等）した場合　●解体等ですでに所有していない場合　●他人に譲渡した場合
＜手続き先＞
◇125cc以下のバイク・小型特殊自動車（農耕用含む）　
鏡野町役場　住民税務課　税務係 （8：30～17：15）
鏡野町竹田660番地　電話（0868）54‒2985
◇125ccを超えるバイク
中国運輸局　岡山運輸支局 （8：45～11：45、13：00～16：00）
岡山市北区富吉5301番5　電話（050）5540‒2072 
◇軽自動車（乗用・貨物）　
軽自動車検査協会　岡山事務所 （8：45～11：45、13：00～16：00）
岡山市北区久米177番3　電話（050）3816‒3084
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